
第１編　共通編
ページ 条 誤 正
1-21 1-1-23

表１－２段階確認一覧表

1-109 3-4-1 １．本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工（護岸）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎
工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管井筒基礎工その他これらに類する工種について定めるものとする。

１．本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工（護岸）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎
工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工その他これらに類する工種について定めるものとする。

1-120 3-4-9
４．請負者は、鋼管井筒基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわな
いように、修補または取り替えなければならない。

４．請負者は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわな
いように、修補または取り替えなければならない。

　　　　　（　省　略　） 　　　　　（　省　略　）

11．請負者は、鋼管井筒基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合は、以下の各号の規定によるものとする。 11．請負者は、鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合は、以下の各号の規定によるものとする。

　　　　　（　以下省略　） 　　　　　（　以下省略　）
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訂正前　：　「躯体工」に同じ
訂正後　：　「機場本体工」に同じ



第１４編　林道編
ページ 条 誤 正
14-59 4-5-3
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2-47

訂正前　：　ものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。

訂正後　：　③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の20％を越えないもの
　　　　　　　　とする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。

訂正前　：　18.
訂正後　：　22.

訂正前　：　2-47

訂正後　：　14-59

　削除

訂正前　：　（７）
訂正後　：　（８）

訂正前　：　（１）請負者が、記録として作成、保管する施工管理写真は、カラー写真と
　　　　　　　　　する。また、監督員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、
　　　　　　　　　検査時までに監督員へ提出しなければならない。

訂正後　：　（１）請負者が、記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真と
　　　　　　　　　するものとする。
　　　　　　　　　また、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時
　　　　　　　　　までに監督員へ提出しなければならない。



建設工事施工管理基準（案）
ページ 誤 正

291

293

298

299
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訂正前　：　舗装調査・試験法便覧　1-7-2

訂正後　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-185

訂正前　：　舗装調査・試験法便覧　1-7-2

訂正後　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-185

訂正前　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-191

訂正後　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-185

訂正前　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-191

訂正後　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-185



建設工事施工管理基準（案）
ページ 誤 正
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訂正前　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-191

訂正後　：　舗装調査・試験法便覧　［4］-185



写真管理基準（案）
ページ 誤 正
４０９

　追　加

  ※別紙１を添付してください。
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